
「酒税法等の改正」（国税庁）より引用

平成29年度税制改正において、

ビールの定義が改正された。

研究ステージ：開発



を支援

各地域の特産物をビールの副原料に利用することで、
地域の特色を活かした魅力ある商品の開発を促す

このような酒税法の大幅な改正を受けて…

検討した副原料

かんきつ類

パッションフルーツ

アテモヤ

茶

カラ：甘味と香りに特徴

みえ紀南4号：清見に春光柑の花粉を交配して育種した三重県オリジナル品種

サマーフレッシュ：ハッサクとナツミカンを交配し、酸味が特徴

県内で普及が推進

全国第3位の出荷量。被せ茶は全国第1位の出荷量。

県内で普及が推進

（3品種）

地方創生を牽引することを期待



※コントロールは副原料を添加する代わりに等量の蒸留水を添加

並行して
エタノールが蓄積

4日目までに
すべてのマルトース
が資化された

改正酒税法の副原料使用上限は麦芽重量の5％重量であることから、
この条件に相当する副原料を麦汁に添加し、ビールの小仕込試験を実施

どの副原料添加条件でもアルコール発酵が健全に行われた

※果実は果皮ごとハンドプレスで搾汁し、未殺菌のまま果汁を添加した。
茶葉は煮沸中に麦汁に添加した。



有機酸分析結果

香気成分分析結果

一方、当初期待していたほどかんきつ類の香りを残存させることが出来なかった。
その為、副原料の添加条件について更なる検討が必要であることがわかった。

他にも…

クエン酸やリンゴ酸を豊富に含んだ副原料では、製成したビール中でもこれらの
有機酸含量は多く、特徴的な酒質となることがわかった。

かんきつ類に含まれるテルペン類の多くは製成したビール中でも確認出来た。
パッションフルーツの果汁由来のエステル類の一部についても製成したビール中で
確認できた。

より高品質な地域特産ビールを醸造するため、副原料添加条件について
さらなる検討を重ねていきたい。
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事業結果の普及状況

・第3回三重クラフトビールの会 (令和2年2月20日)

講演

・日本食品科学工学会誌に投稿中

論文投稿

問い合わせは、三重県工業研究所 丸山 裕慎：maruyh00@pref.mie.lg.jpまで


